
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 
 

開催日時：平成２８年５月１３日（金）     ８：２６～８：４０ 

 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（総務大臣） 

岩 城 光 英 国務大臣（法務大臣） 

岸 田 文 雄 国務大臣（外務大臣） 

馳     浩 国務大臣（文部科学大臣） 

塩 崎 恭 久 国務大臣（厚生労働大臣） 

森 山    国務大臣（農林水産大臣） 

林   幹 雄 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 井 啓 一 国務大臣（国土交通大臣） 

丸 川 珠 代 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

中 谷   元 国務大臣（防衛大臣） 

菅   義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

髙 木   毅 国務大臣（復興大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

島 尻 安伊子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

石 原 伸 晃 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

石 破   茂 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

遠 藤 利 明 国務大臣 

陪 席 者：萩生田 光 一 内閣官房副長官 

世 耕 弘 成 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

横 畠 裕 介 内閣法制局長官 

 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

     ○一般案件     １０件 

     ○国会提出案件   １２件 

     ○公布（法律）    ６件 

     ○法律案       １件 

     ○政令        ４件 

○人事        ２件 

○配布        １件 

     いずれも，案件表のとおり，決定，了解等となった。 

1



議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

  まず，閣議案件について，萩生田副長官から御説明申し上げます。 

○萩生田内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，「地球温暖化対

策計画」及び「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため

実行すべき措置について定める計画」について，御決定をお願いいたします。本件

は，地球温暖化対策推進法に基づき，定めるものであります。本件につきましては，

後程，環境大臣及び経済産業大臣から御発言があります。 

次に，「平成２８年度一般会計補正予算等」の概算について，御決定をお願いいた

します。あわせて，「平成２８年度補正予算」を国会に提出することについて，御決

定をお願いいたします。これらの内容につきましては，後程，財務大臣から御発言

があります。 

次に，去る１１日の臨時閣議において御検討いただきました財務大臣の財政演説

案について，御決定をお願いいたします。 

次に，「都市農業振興基本計画」について，御決定をお願いいたします。本件は，

都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため，都市農業振興基

本法に基づいて定めるものであります。本件につきましては，後程，農林水産大臣

から御発言があります。 

次に，公式実務訪問賓客待遇について，御了解をお願いいたします。ガーナ国大

統領及び同令夫人が，５月１７日から２１日まで，我が国を訪問されることとなり

ましたので，同期間のうち１７日から２０日までの４日間，公式実務訪問賓客とし

て接遇するものであります。また，カナダ国首相及び同令夫人が，５月２３日から

２７日まで，我が国を訪問されることとなりましたので，同期間のうち２３日から

２５日までの３日間，公式実務訪問賓客として接遇するものであります。 

次に，信・解任状に認証を仰ぐことについて，御決定をお願いいたします。本件

は，「英国」及び「フランス国」駐箚特命全権大使の異動に伴い，交付すべき信任状

及び解任状であります。 

次に，「首都圏白書」，「土地白書」，「観光白書」及び「交通政策白書」について，

御決定をお願いいたします。本件は，それぞれ，首都圏整備法，土地基本法，観光

立国推進基本法及び交通政策基本法に基づき，国会に提出するものであります。本

件につきましては，後程，国土交通大臣から御発言があります。 

次に，質問主意書に対する答弁書８件について，お手元の資料のとおり，御決定

をお願いいたします。 

次に，法律の公布について，御決定をお願いいたします。「株式会社国際協力銀行

法の一部を改正する法律」外５件が，１２日までの衆議院及び参議院本会議におい

て，可決成立したものであります。 

次に，法律案について，御決定をお願いいたします。「臨床研究法案」は，臨床研

究の実施の手続，認定臨床研究審査委員会による審査意見業務の適切な実施のため

の措置，臨床研究に関する資金等の提供に関する情報の公表の制度等を定めるもの
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であります。 

次に，政令４件について，御決定をお願いいたします。まず，「国立研究開発法人

情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正等法の施

行期日令」は，同改正法の施行期日を本年５月３１日と定めるものであります。 

次に，「株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令」は，国際協力銀行

が，海外において設備を賃貸する事業を行う法人等に対し，必要な資金の貸付けを

行うことができる場合等について定めるものであります。 

次に，「漁船損害等補償法施行令及び漁業災害補償法施行令の一部を改正する政

令」は，漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害

補償法の一部改正等法の一部の施行に伴い，漁船保険組合の設立認可に係る資産の

額の最低額を定める等の措置を講ずるものであります。 

次に，「防衛省組織令等の一部を改正する政令」は，海上自衛隊における予備自衛

官補制度の導入に伴い，海上幕僚監部人事教育部人事計画課の所掌事務に同制度及

び招集手続に関することを追加する等の改正を行うものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，東宮大夫小町恭士を願に依り免

じ，その後任に，元式部官長小田野展丈を任命することについて，御決定をお願い

いたします。 

次に，八尾誠外１９３名の叙位又は叙勲等について，御決定をお願いいたします。 

次に，配布資料といたしまして，「会計検査院法の規定に基づく報告書」がありま

す。本件は，「日本郵政グループの経営状況等について」の会計検査の結果について，

会計検査院から，内閣に対し報告があったものであります。 

○菅国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，環境大臣。 

○丸川国務大臣：地球温暖化対策計画及び政府がその事務及び事業に関し温室効果ガ

スの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画について申し上げま

す。地球温暖化対策計画は，２０３０年度２６％削減目標達成に向けた道筋をつけ

るとともに，２０５０年までに８０％削減を目指すという長期的な目標を位置付け

ており，我が国における地球温暖化対策の礎となる計画です。 

各府省におかれましては，本計画に基づき対策を進めていただくようお願いいた

します。環境省としても２６％削減に向けて排出削減対策や普及啓発を強化すると

ともに，長期大幅削減に向けたビジョンの検討に着手したいと考えています。 

１５日，１６日に開催されるＧ７富山環境大臣会合においても，我が国の地球温

暖化対策に取り組む姿勢を示すものとして，本計画を紹介いたします。 

また，政府自らの実行計画で，２０３０年度に４０％，２０２０年度に１０％削

減を目標としています。 

各府省におかれましては，府省ごとの実施計画を策定し，ＬＥＤ照明の導入をは

じめとする対策に率先して取り組んでいただくようお願いいたします。 

○菅国務大臣：次に，経済産業大臣。 

○林国務大臣：２０３０年度２６％削減という野心的な目標を達成するため，経済産

業省としても，経済成長と二酸化炭素の排出抑制の両立を図り，エネルギーミック

3



スの実現に努めてまいります。 

また，２０３０年以降の長期的な目標を見据え，経済産業省としても，革新的技

術などイノベーションの追求，国内投資の促進と競争力強化等の観点から，長期的，

戦略的な取組のあり方について検討してまいります。 

各府省庁におかれましても，本計画に基づく対策を一層推進していただきますよ

う，お願いいたします。 

○菅国務大臣：次に，財務大臣。 

○麻生国務大臣：本日，平成２８年度補正予算の取りまとめを終えたので，その概算

につきまして閣議の御決定をお願いする次第であります。なお，本件については，

閣議終了後直ちに国会提出の手続きをとることとしております。 

一般会計補正予算につきましては，熊本地震からの復旧・復興に万全を期し，一

層機動的に対応していく観点から，住宅の確保や，被災者生活再建支援金の支給な

ど，「災害救助等関係経費」として７８０億円を計上するとともに，今後，被災者の

方々の事業再建，道路・施設等のインフラの復旧事業や，災害廃棄物処理等を迅速

に進めていくための備えとして「熊本地震復旧等予備費」を７，０００億円計上し

ております。同時に，国債費を７，７８０億円減額することとしており，これによ

り，平成２８年度一般会計予算の総額は，今回の補正前と同じ９６兆７，２１８億

円となっております。 

また，特別会計予算につきましても所要の補正を行っております。 

以上，平成２８年度補正予算の大要につきまして御説明いたしました。各位の御

協力により，迅速に補正予算のとりまとめを行うことができたことにつき，感謝の

意を表します。 

○菅国務大臣：次に，農林水産大臣。 

○森山国務大臣：都市農業振興基本計画について申し上げます。都市農業振興基本計

画は，平成２７年４月に施行された都市農業振興基本法第９条の規定に基づき政府

が策定することとされており，この度，新たに策定するものです。 

本基本計画は，都市農業の振興に関する施策についての基本的な方針等を定める

ものであり，「都市農業の多様な機能の発揮」を中心的な政策課題に据えておりま

す。また，都市農業の担い手及び都市農地の確保並びに都市農業振興施策の本格展

開など，今後の施策の方向性を示しております。 

今後とも引き続き，都市農業の振興を政府を挙げて推進すべく，関係閣僚の御協

力をよろしくお願いいたします。 

○菅国務大臣：次に，国土交通大臣。 

○石井国務大臣：この度，「首都圏白書」，「土地白書」，「観光白書」及び「交通政策白

書」を取りまとめましたので，報告いたします。「首都圏白書」，「土地白書」，「観光

白書」及び「交通政策白書」は，それぞれ首都圏整備法，土地基本法，観光立国推

進基本法及び交通政策基本法の規定に基づき，政府が毎年，国会に対し報告してい

るものです。 

「首都圏白書」では，多様な個性を持つ地域間の対流促進を通じた国際競争力あ
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る安全・安心な首都圏の実現に向けての方向性及び首都圏整備の状況について報告

しております。 

「土地白書」では，上昇基調の地価や堅調な住宅市場等の土地に関する動向に加

え，５年が経過した東日本大震災被災地の土地利用や，空き家の増加等に対応した

既存ストックの有効活用への取組等について報告しております。 

「観光白書」では，国内外の観光の状況や，「世界が訪れたくなる日本」の実現に

向けた課題と対応について，「観光ビジョン」の内容も含めて報告しております。 

「交通政策白書」では，近年の交通の動向や，国民生活や経済活動を支える交通

サービスの持続的発展のための人材の確保・生産性の向上に向けた先進的な取組等

について報告しております。 

○菅国務大臣：次に，総務大臣。 

○高市国務大臣：本日，「アスベスト対策に関する行政評価・監視」の結果に基づく勧

告を関係大臣に対して行います。 

本勧告においては，アスベストの飛散・ばく露防止対策の一層の推進を図るため，

建築物の解体時におけるアスベスト含有建材の調査の適正な実施の確保や災害時

に備えた対策内容の周知徹底などを求めております。 

関係大臣におかれましては，今回の勧告の趣旨を御理解いただき，必要な措置を

講じていただきますようお願いいたします。 

○菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

○ 引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

  御発言はございますか。 

○ 無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 

 

 

 

 

5



                 平成 28年 

                 ５月 13日 

 

◎ 一 般 案 件 

   ○ 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 に つ い て （ 決 定 )( 内 閣 官 房 ）  
 〃  ○ 政 府 が そ の 事 務 及 び 事 業 に 関 し 温 室 効 果 ガ ス の 排  

出 の 抑 制 等 の た め 実 行 す べ き 措 置 に つ い て 定 め る  
計 画 に つ い て （ 決 定 ）        （ 環 境 省 ）  

 〃  ○ 平 成 ２ ８ 年 度 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） 等 に つ  
い て （ 決 定 ）            （ 財 務 省 ）  

1. 平 成 ２ ８ 年 度 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） 

     1. 平 成 ２ ８ 年 度 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 特 第 １ 号 ） 

    に つ い て （ 決 定 ）           （ 同 上 ） 

 〃  ○ 第 １ ９ ０ 回 国 会 に お け る 麻 生 財 務 大 臣 の 財 政 演 説  
案 （ 決 定 ）              （ 同 上 ）  

 〃  ○ 都 市 農 業 振 興 基 本 計 画 に つ い て （ 決 定 ）  
（ 農 林 水 産 ・ 国 土 交 通 省 ）  

1. ガ ー ナ 共 和 国 大 統 領 ジ ョ ン ・ ド ラ マ ニ ・ マ ハ 

 〃  ○   マ 閣 下 及 び 同 令 夫 人 の 公 式 実 務 訪 問 賓 客 待 遇 

     1. カ ナ ダ 首 相 ジ ャ ス テ ィ ン ・ ト ル ド ー 閣 下 及 び 

同 令 夫 人 の 公 式 実 務 訪 問 賓 客 待 遇 

    に つ い て （ 了 解 ）          （ 外 務 省 ） 

   ☆ 英 国 駐 箚 特 命 全 権 大 使 鶴 岡 公 二 外 １ 名 に 交 付 す べ  
き 信 任 状 及 び 前 任 特 命 全 権 大 使 林  景 一 外 １ 名 の  
解 任 状 に つ き 認 証 を 仰 ぐ こ と に つ い て （ 決 定 ）  

（ 同 上 ）  
 

◎ 国 会 提 出 案 件 

   ○ 「 平 成 ２ ７ 年 度 首 都 圏 整 備 に 関 す る 年 次 報 告 」 に  
つ い て （ 決 定 ）         （ 国 土 交 通 省 ）  

 〃  ○ 「 平 成 ２ ７ 年 度 土 地 に 関 す る 動 向 」 及 び 「 平 成 ２  
８ 年 度 土 地 に 関 す る 基 本 的 施 策 」 に つ い て  
（ 決 定 ）               （ 同 上 ）  

（ 金 ）閣 議 案 件 

資 料  
な し  

資 料  
あ り  

○  〃 

資 料  
あ り  
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   ○ 「 平 成 ２ ７ 年 度 観 光 の 状 況 」 及 び 「 平 成 ２ ８ 年 度  
観 光 施 策 」 に つ い て （ 決 定 ）   （ 国 土 交 通 省 ）  

 〃  ○ 「 平 成 ２ ７ 年 度 交 通 の 動 向 」 及 び 「 平 成 ２ ８ 年 度  
交 通 施 策 」 に つ い て （ 決 定 ）      （ 同 上 ）  

1. 衆 議 院 議 員 逢 坂 誠 二 （ 民 進 ） 提 出 Ｔ Ｐ Ｐ 協 定  
に お け る 社 会 事 業 サ ー ビ ス 分 野 で の 影 響 に 関  
す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  

          （ 内 閣 官 房 ）  
 〃  ○  1. 参 議 院 議 員 白 眞 勲 （ 民 進 ） 提 出 政 府 が 集 団 的  

自 衛 権 の 行 使 を 認 め る 中 で の 公 海 上 に お け る  
核 兵 器 ， 化 学 兵 器 ， 生 物 兵 器 等 の 大 量 破 壊 兵  
器 の 使 用 の 憲 法 解 釈 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答  
弁 書 に つ い て （ 決 定 ）       （ 同 上 ）  

 1. 衆 議 院 議 員 福 田 昭 夫 （ 民 進 ） 提 出 消 費 増 税 が  
日 本 経 済 に 与 え る 悪 影 響 に 関 す る 質 問 に 対 す  
る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  （ 内 閣 府 本 府 ）  

1. 衆 議 院 議 員 鷲 尾 英 一 郎 （ 民 進 ） 提 出 タ ク シ ー  
事 業 の 適 正 化 に お け る 公 正 取 引 委 員 会 等 の 対  
応 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）        （ 公 正 取 引 委 員 会 ）  

1. 衆 議 院 議 員 緒 方 林 太 郎 （ 民 進 ） 提 出 外 務 省 改  
革 に 関 す る 再 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）            （ 外 務 省 ）  

1. 衆 議 院 議 員 仲 里 利 信 （ 無 ） 提 出 沖 縄 の 経 済 や  
沖 縄 振 興 予 算 ， 米 軍 基 地 等 に 関 す る 公 民 教 科  
書 の 誤 記 載 の 是 正 に 関 す る 再 質 問 に 対 す る 答  
弁 書 に つ い て （ 決 定 ）    （ 文 部 科 学 省 ）  

1. 衆 議 院 議 員 長 妻 昭 （ 民 進 ） 提 出 小 学 生 ・ 中 学  
生 の 道 徳 心 や 愛 国 心 を 評 価 す る 学 習 指 導 要 領  
の 改 訂 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）             （ 同 上 ）  

1. 参 議 院 議 員 白 眞 勲 （ 民 進 ） 提 出 外 国 の 領 域 に  
お け る 武 力 の 行 使 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁  
書 に つ い て （ 決 定 ）       （ 防 衛 省 ）  

資 料  
あ り  
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◎ 公 布 （ 法 律 ） 

1. 株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 

律 （ 決 定 ） 

☆  1. 特 定 国 立 研 究 開 発 法 人 に よ る 研 究 開 発 等 の 促 

   進 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 決 定 ） 

1. 原 子 力 発 電 に お け る 使 用 済 燃 料 の 再 処 理 等 の 

た め の 積 立 金 の 積 立 て 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 

の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 決 定 ） 

1. 国 立 大 学 法 人 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 

（ 決 定 ） 

1. 海 上 交 通 安 全 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 

（ 決 定 ） 

 1. 漁 業 経 営 に 関 す る 補 償 制 度 の 改 善 の た め の 漁 

船 損 害 等 補 償 法 及 び 漁 業 災 害 補 償 法 の 一 部 を 

改 正 す る 等 の 法 律 （ 決 定 ） 

 
          ◎ 法 律 案  
   ○ 臨 床 研 究 法 案 （ 決 定 ）      （ 厚 生 労 働 省 ）  
 

◎ 政  令 

   ○ 国 立 研 究 開 発 法 人 情 報 通 信 研 究 機 構 法 及 び 特 定 通 

信 ・ 放 送 開 発 事 業 実 施 円 滑 化 法 の 一 部 を 改 正 す る 

等 の 法 律 の 施 行 期 日 を 定 め る 政 令 （ 決 定 ） 

（ 総 務 省 ） 

 〃  ○ 株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 

政 令 （ 決 定 ）            （ 財 務 省 ） 

 〃  ○ 漁 船 損 害 等 補 償 法 施 行 令 及 び 漁 業 災 害 補 償 法 施 行 

令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ） （ 農 林 水 産 省 ） 

 〃  ○ 防 衛 省 組 織 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ） 

（ 防 衛 ・ 財 務 省 ） 

 

◎ 人  事 

   ○ 小 田 野 展 丈 を 東 宮 大 夫 に 任 命 し ， 東 宮 大 夫 小 町 恭 

士 を 願 に 依 り 免 ず る こ と に つ い て （ 決 定 ） 

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

8



☆ 国 立 大 学 法 人 職 員 八 尾  誠 外 １ ９ ３ 名 の 叙 位 又 は 

叙 勲 等 に つ い て （ 決 定 ） 

 

◎ 配  布 

   ☆ 会 計 検 査 院 法 第 ３ ０ 条 の ２ の 規 定 に 基 づ く 報 告 書 

            （ 内 閣 官 房 ） 

 
 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕 

 

 

資 料  
あ り  

9


	280513 （決裁用）閣議議事録
	280513 閣議議事録別添(案件表)



